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１．農業の有する多面的機能が、国民に多くの恵沢をもたらすものであることを踏まえ、その発揮の促進を図る取組に
対し、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発
揮の促進が図られなければならない。

２．農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源で
ある農用地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業者その他の地域住民による共同活動により営まれ、
良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資す
るものであることに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。（第２条）

（１）農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の概要（平成26年６月）

Ⅰ．日本型直接支払の導入

基本理念

１．農林水産大臣による「基本指針」の策定（第４条）

２．都道府県知事による「基本方針」の策定（第５条）

３．市町村による「促進計画」の作成（第６条）

４．農業者団体等による「事業計画」の作成・実施（第７条）

１．農地、農業用水等の保全のための地域の共同活動により行われる次の取組
【多面的機能支払】（第３条第３項第１号）

イ 水路、農道、農地法面等の機能を維持するための取組（農地維持支払）
ロ イの機能を増進するための改良、補修等の取組（資源向上支払）

２．中山間地域等における農業生産活動の継続を推進する取組【中山間地域等直接支払】（第３条第３項第２号）

３．自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する取組【環境保全型農業直接支払】（第３条第３項第３号）

計画制度

対象となる取組

国、都道府県及び市町村による費用の補助（第９条）

事業計画に記載された事業の実施に対する措置

１



○ 農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民
全体が享受していますが、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられている多
面的機能の発揮に支障が生じつつあります。

○ また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管理の負担が増大し、担い手によ
る規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあります。

○ このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業・農村の多面的機能の発揮のため
の地域活動や営農の継続等に対して支援を行い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手
の育成等構造改革を後押ししていく必要があります。

Ｚ

制度の全体像

※５年ごとに支払の効果や取組の定着状況等を検証し、施策に反映。

農地維持支払

資源向上支払

多面的機能を支える共同活動を支援

※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支
え、農地集積を後押し

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図
る共同活動を支援

支援対象

• 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道
の路面維持等の基礎的保全活動

• 農村の構造変化に対応した体制の拡充・
強化、保全管理構想の作成 等

支援対象

・水路、農道、ため池の軽微な補修

・植栽による景観形成、ビオトープづくり

・施設の長寿命化のための活動 等

中山間地域等直接支払
26,300（26,300）百万円

中山間地域等の農業生産条件の不利を補正
することにより、将来に向けて農業生産活
動を維持する活動を支援

環境保全型農業直接支払
2,410（2,410）百万円

自然環境の保全に資する農業生産活
動の実施に伴う追加的コストを支援

農地法面の草刈り

水路の泥上げ

水路のひび割れ補修

中山間地域
（山口県長門市）

植栽活動

（２）日本型直接支払の概要

多面的機能支払 48,251 （48,251）百万円

※ 金額は、H29年度予算概算決定額
（括弧内は、H28年度予算額）

２
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○平成12年度より、中山間地域の条件不利を補填するため、我が国初の直接支払として中山間地域等直接支払を開始。

○平成19年度より、農地・農業用水等の保全と質的向上に資する共同活動と、化学肥料・農薬の低減など環境保全に向け
た営農活動を支援するため、農地・水・環境保全向上対策を開始。

○平成23年度に、農地・水・環境保全向上対策から環境保全に向けた営農活動を独立。

○平成26年度より、日本型直接支払（中山間地域等直接支払、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払）を開始。
○平成27年度より、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として実施。

（３）日本型直接支払導入までの経緯
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１)地域資源の質的向上を図る共同活動

３)地域資源保全プランの策定

４)組織の広域化・体制強化

２)施設の長寿命化のための活動

未舗装農道の舗装 水路の更新

①地域資源の基礎的な保全活動

②地域資源の適切な保全管理のための推進活動

農道の路面維持 年度活動計画の策定施設の点検

【活動例】

水路の泥上げ

【活動例】

ひび割れの補修 農道の部分補修

植栽活動

【活動例】

【活動例】

多面的機能支払交付金の構成

生きもの調査

①施設の軽微な補修

②農村環境保全活動

③多面的機能の増進を図る活動

Ⅱ．多面的機能支払による取組

（１）多面的機能支払制度の概要 ①多面的機能支払の構成

４



○ 地域内の農業者等が共同で取り組む地域活動を支援。

○ 農地維持支払は、農業者のみの組織でも支援対象（非農業者の参加を要件としない）。

活動の手順

①活動組織の設立

②事業計画書の策定

③事業計画の認定

⑤活動の実施

⑥活動の記録・報告

④ 申請書類の提出

○活動組織は、農地維持支払及び資源
向上支払で取り組む内容を話し合い､
事業計画書を策定し、市町村から事
業計画の認定を受けます。

○活動期間は、5年間です。

○農業者のみで構成される
活動組織

又は

農業者及びその他の者（地
域住民、団体など）で構成
される活動組織

○資源向上支払と同組織での
取組が可能

農業者

生産
法人

農業者

農業者

地域
住民

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

農業者

地域住民
参加型

）

交付対象者

○農業者及びその他の者（地
域住民、団体など）で構成
される活動組織

地域
住民

農業者

地域住民
参加型

自治会

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

地域
住民

農業者

自治会

ＰＴＡ消防団

都市
住民

ＮＰＯ都市・農村
交流型

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

農地維持支払 資源向上支払 ○活動組織を設立します。設立にあたっ
ては設立総会等を開催し、事業計画
書、活動計画書の案を作成し、総会で
構成員からの合意を得ます。

○事業計画が認定された後に、当該年
度の活動に必要な交付金を市町村へ
申請します。

○交付金を受け、活動計画書に定めた
農用地、水路等の保全活動等を計画
に基づき実施します。

○実施した活動は、作業の内容や金銭の
収支等について記録し実施状況報告書
を作成の上、市町村に提出します。

②交付対象者・活動の手順

５



①農地維持支払
②資源向上支払 ※１ ③資源向上支払 ※２，３

田 2,300 1,920 3,400

畑※４ 1,000 480 600

草地 130 120 400

①農地維持支払

②資源向上支払 ※１ ③資源向上支払 ※２，３

田 3,000 2,400 4,400

畑※４ 2,000 1,440 2,000

草地 250 240 400

地域資源の質的向
上を図る共同活動

施設の長寿命化の
ための活動

○ 国・地方・農業者等に利益が及ぶものであることから、農地・水保全管理支払と同様に、国・地方・農業者等が同等
の役割分担をすることとし（国：地方：農業者等＝１：１：１）、国と地方を合わせた交付単価を設定。

○ 都道府県と市町村の負担に対して、普通交付税と特別交付税を組み合わせた交付税措置により、地方負担を軽減。

○ 交付金は、国から都道府県、都道府県から市町村に交付され、活動組織には市町村から交付。

交付単価 （円/10a）

都府県

北海道

交付ルート

※平成27年度からは、法律に基づく措置として、中山間地
域等直接支払及び環境保全型農業直接支払と併せ、国
から都道府県及び市町村を通じたルートに変更。

国
（地方農政局等）

都道府県

活動組織

地方交付税措置

多面的機能支払交付金に係る地方公共団体の負担について、 普通交付税で６割を算定し、残余について市町村については
６割、都道府県については４割を特別交付税で措置。

※１：②の資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要

※２：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新

※３：①､②と併せて③の施設の長寿命化のための活動に取り組む地域は､③(都府県の田：4,400円/10a等)が

加算され､②に75％単価を適用

※４：畑には樹園地を含む

※５：事業計画期間中に田を畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は田の単価を適用

市町村

国費分

国費分＋都道府県分

国費分＋都道府県分＋市町村分

③交付単価・交付の流れ

６

［農地・水保全管理支払を含め５年以上実施した地区は、②に75％単価を適用］

地域資源の質的向
上を図る共同活動

施設の長寿命化の
ための活動

※５

※５



○ 農地・水保全管理支払交付金は、平成19年度に創設され、平成26年度からは多面的機能支払交付金を創設。

○ 平成27年度は、約2万8千の活動組織、約218万haの農地を対象とした活動を支援。

○予算額（国費）、取組面積の推移

※ H25までは、共同活動支援交付金＋向上活動支援交付金＋推進交付金
H26及びH27は、農地維持支払交付金＋資源向上支払交付金＋推進交付金

（２）多面的機能支払の取組状況①

７

年 度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

農地・水保全管
理支払交付金

予算額（億円）※ 273 272 247 173 212 247 282 － －

取組面積（万ha）
（共同活動）

116 136 143 143 143 146 147 － －

多面的機能支払
交付金

予算額（億円）※ － － － － － － － 483 483

取組面積（万ha）
（農地維持支払）

－ － － － － － － 196 218
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○ 地目別取組状況をみると、

・ 取組面積218万haの内訳は、田が137万ha、畑が52万ha、草地が29万haとなっている。

・ 対象農用地面積に対する取組面績の比率（カバー率）は、田が61%、畑が42%、草地が40%となっている。

○ 地目別取組面積割合を地域ブロック別にみると、東北及び北陸では取組面積に占める田の割合が90%以上と高く
なっている。また、北海道は畑、草地での取組が多く、沖縄では畑の割合が96%と高くなっている。

地目別（田、畑、草地別）の取組状況

８

（２）多面的機能支払の取組状況②

①農地維持支払交付金の地目別取組面積とカバー率
（平成27年度）

②農地維持支払交付金の地目別の取組面積割合
（地域ブロック別）（平成27年度）

注１：対象農用地面積は、「平成26年農用地区域内の農地面積調査」における農地面積に「農
用地区域内の採草放牧地面積（農村振興局調べ） 」を基に「都道府県別農用地区域内の地
目別面積比率（農村振興局調べ）」（以下、「都道府県別地目別面積比率調査」という）による
採草放牧地面積比率により推計した面積を加えた面積。

注２：地目別の対象農用地面積は、以下による推計値。
・田面積＝「平成26年農用地区域内の農地面積調査」を基に「都道府県別地目別面積比率
調査」による田面積比率を乗じて算出した面積

・畑面積＝（「平成26年農用地区域内の農地面積調査」を基に「都道府県別地目別面積比
率調査」による畑面積比率を乗じて算出した面積×「平成26年耕地及び作付面積統計」
における普通畑の比率）＋「平成26年農用地区域内の農地面積調査」を基に「都道府県
別地目別面積比率調査」による樹園地面積比率を乗じて算出した面積

・草地面積＝（「平成26年農用地区域内の農地面積調査」を基に「都道府県別地目別面積
比率調査」による畑面積比率を乗じて算出した面積×「平成26年耕地及び作付面積統計
」における牧草地の比率）＋「農用地区域内の採草放牧地面積」（農村振興局調べ）を基
に「都道府県別地目別面積比率調査」による採草放牧地面積比率を乗じて算出した面積

取組面積
対象農用地面積

カバー率
(千ha)

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

全体 2,177,480 4,208.0 52%

田 1,370,396 2,245.2 61%

畑 517,816 1,238.6 42%

草地 289,268 724.2 40%



68%

18%

6%
3%

2%
3%

単一集落：68％

その他：３％

水系・水利組合：６％

事業地区：３％

土地改良区：２％

複数集落：18％

○ 活動組織には、非農業者も含め 220万人・団体が構成員として参加。活動組織に参画する団体は、自治会、子ども
会、女性会等多様な主体により構成（平成27年度）。

○活動組織の構成員数

○活動組織への各団体の参画割合（全国）

資料：共同活動抽出調査（平成21年12月実施）

資料：平成27年度実施状況報告書

○活動組織の地区の設定要因

○活動組織の活動面積の規模

（２）多面的機能支払の取組状況③

９

9% 12%
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の
他

20ha未満 : 
35%

20～50ha : 
37%

50～
100ha : 

17%

100～
200ha : 6%

200～
500ha : 3%

500ha以

上 : 2%個人 団体

農業者 非農業者
農業関係 その他

155万5千人 49万3千人 23,591 129,526

合計 220万人・団体

資料：平成27年度実施状況報告書

農事組合法人、
営農組合等

自治会、子供会、
女性会等

資料：平成27年度実施状況報告書

全国平均：77ha
北海道平均：889ha
府県平均 ： 52ha



○ 集落等を単位とする取決め（協定）を締結し、これに従って５年間以上農業生産活動等を継続する農業者等に対して、単位
面積当たり一定額を交付する仕組み。単価は、中山間地域等と平地との生産条件格差の範囲内で設定。

○ 平成27年度から第４期対策（平成27年度～平成31年度）を開始。

（１）中山間地域等直接支払制度の概要 ①交付要件、交付単価等

地目 区分 交付単価（円/10a）

田
急傾斜（1/20～） 21,000

緩傾斜（1/100～) 8,000

畑
急傾斜（15°～） 11,500

緩傾斜（8°～） 3,500

草地

急傾斜（15°～） 10,500

緩傾斜（8°～） 3,000

草地比率の高い草地（寒冷地） 1,500

採草

放牧地

急傾斜（15°～） 1,000

緩傾斜（8°～） 300

交付単価交付要件

地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

(１) 対象地域

① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島
振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」等によって指定された地域

② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

(２) 対象農用地

① 急傾斜地（田：１/20以上、畑・草地・採草放牧地：15°以上）
② 緩傾斜地（田：１/100以上１/20未満、畑・草地・採草放牧地：８°以上15°未満）
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥ ①～⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

集落等を単位とする協定を締結し、５年間以上農業生産活動等を継続する農業者等

２．対象者

国（地方農政局等）

都道府県

国費（1/2） ※（ ）内は負担割合

国費（1/2）＋都道府県費（1/4）

個人配分共同取組活動

集落協定 個別協定

国費（1/2）＋都道府県費（1/4）＋市町村費（1/4）

市町村

集落の様々な共同取組活
動に充当

個々の協定参加者に配分

３．交付金の使途

協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用すること
が可能

交付金交付の流れ

１．制度の対象となる地域及び農用地

Ⅲ．中山間地域等直接支払による取組

10



○ 協定には、適正な農業生産活動に加え、多面的機能の増進につながる活動を必須の事項として記載。これに加えて、農業
生産活動等の体制整備のための、より前向きな活動を協定に位置づけた場合には、交付単価の10割を交付。

○ さらに、一定の取組を行う場合の加算措置を講じているところ。

①農業生産活動等を継続するための活動
基礎単価（単価の８割を交付）

②体制整備のための前向きな取組
体制整備単価（単価の10割を交付）

例：・農業生産性の向上に係る取組
（農作業の共同化、担い手への農地集積等）

・女性・若者等の新たな人材の参画を得た取組
（新規就農者の確保、農産物の加工・販売等）

・農業生産活動等（必須）
例：耕作放棄の発生防止、

水路・農道等の管理（泥上げ、草刈り等）

・多面的機能を増進する活動（選択的必須）
例：周辺林地の管理、景観作物の作付、

体験農園、魚類等の保護

②協定に定める活動内容、加算措置

女性・若者等の参画を得た取組（Ｂ要件）【機械の共同利用】 【ゆずの加工】

加 算 措 置

超急傾斜

急傾斜

緩傾斜

【集落協定の広域化支援】

【小規模・高齢化集落支援】

① 集落連携・機能維持加算

複数集落(2集落以上)が連携して
広域の協定を締結し、新たな人材
を確保して、農業生産活動等を維
持するための体制づくりを支援

Ａ 集 落

Ｂ 集 落

Ｃ 集 落
（本制度の実施、
未実施を問わない）

（本制度の実施、
未実施を問わない）

（本制度の実施集落）

Ａ集落がＢ・Ｃ集落と広域の集落協定
（概ね50戸以上）を締結して活動を実施

Ａ集落がＢ集落を取り込んで活動を実施

Ａ集落 Ｂ集落
（小規模・高齢化集落）

協定農用地
協定に取り込み

総農家戸数が１９戸以下、かつ、
高齢化率が５０％以上の農業集落

（実施集落） （未実施集落）

本制度の実施集落が、小規模・高
齢化集落の農用地を取り込んで行
う農業生産活動を支援

② 超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜地(田：1/10以上、畑：20°以上)の農用地で
行う保全や有効活用を支援
※ 平成29年度より､集落協定に基づく活動の①及び②を
①のみで加算が受けられるよう要件を緩和

石積み保全活動 棚田オーナー制度

【対象活動の例】

地目にかかわらず3,000円/10a

田：4,500円/10a

畑：1,800円/10a

田・畑：6,000円/10a
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第２期対策 第３期対策 第４期対策第１期対策
H16 H17 H21H12

○ 中山間地域等をめぐる状況に変化はな
く、基本的に制度を維持。

○ 将来に向け農業生産活動を維持していく
上で、他の施策と連携し、生産性向上や担
い手の定着に向けた取組を推進することが
重要。

H22

○ 将来に向け農業生産活動を継続する
前向きな取組を行う場合には、体制整
備単価(100％)、それ以外は基礎単価
（80％）を交付する仕組みを導入。

○ 担い手に農地を集積する場合、耕作
放棄地を復旧する場合、法人を設立す
る場合の加算措置を創設。

○ 津波災害により生産条件が
不利となった地域が平場で
あっても、交付金の対象とで
きるよう制度を充実。

○ 本制度に既に取り組んでい
る集落がまだ取り組んでいな
い集落等と連携し、地域を担
う人材を呼び込む活動等を行
う場合に、その経費を支援す
る加算措置を創設。

○ 本制度は、平成12年度に創設して以降、５年を一期として対策を実施。
○ 交付金の交付状況の点検・評価を踏まえ、時々の課題にも対応しつつ、必要な見直しを加えながら継続的に実施。
○ 平成28年度から、集略戦略を作成して、広域で活動する集落について、営農を中止した場合の交付金返還措置を軽減。

○ 高齢農家等が耕作等を継続す
ることが困難となった場合に、
その耕作等を集落ぐるみで助け
合う仕組みを協定に位置づけた
場合に、体制整備単価(100％)
を交付する要件を創設。

○ 「１ha以上の一団の農用地要
件」を緩和（小規模な団地や飛
び地を含め１ha以上あれば良
い）。

○ 小規模農地が多く高齢化率も
高い地域の農用地の保全を他の
集落がサポートする場合、交付
額を加算する措置を創設。

○ 生産条件が不利な離島の平地
等についても、傾斜地等と同等
の支援を行えるよう知事特認制
度を充実。

○ 農村地域は他地域に比べ高齢化が20年
早く進行し、将来、農業生産活動が困難
と考える高齢農家の多くが協定から離脱
していくことを懸念。

H26

３期対策での対応２期対策での対応

H27

(平成11年7月）
食料・農業・農村基本法制定

(平成12年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(平成1７年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(平成19年4月～）
品目横断的経営安定対策

(平成22年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

(平成25年4月～）

経営所得安定対
策

(平成26年４月～）
多面的機能支払

(平成25年12月）

農林水産業・地域の活力
創造プラン決定

H31

○ 従来の体制整備要件を見直し、人・農地プランを活用
しつつ行う農地集積や女性・若者等の参画を促す仕組み
を導入することで、構造改革を後押し。

○ 従来の集落連携促進加算を、複数集落が広域的な協定
を締結し、新たな人材を確保しつつ行う農業生産活動を
維持すための体制づくりを支援する加算措置として拡
充。
（小規模・高齢化集落援加算は継続）

○ 農業生産条件が特に厳しい超急傾斜地に所在する農用
地の保全や有効活用に取り組む集落を支援する加算措置
を創設。平成29年度より、超急傾斜地において、農業生
産活動等を継続していれば、超急傾斜農地保全管理加算
を受けられるよう要件を緩和。

○ 担い手の育成や地方創生等に資するよう、交付金の個
人配分の受給上限や免責事由を見直し。

○ 将来の農地利用についての戦略（集略戦略）を定めて
広域で活動する集落について、営農を中止した場合の交
付金返還措置を軽減。

４期対策での対応

○ 協定に基づく農業生産活動
を継続する上で、担い手への
農地利用集積や、人材の呼び
込みを図りつつ行う集落間の
連携・協定の広域化等が必
要。

③制度のこれまでの経過

(平成27年4月～）

「農業の有する多面的機能の発揮
の促進に関する法律」施行

(平成27年３月）
食料・農業・農村基本計画策定

12

65.4万ha

68.7万ha

次期対策への課題

次期対策への課題

次期対策への課題



51.7%（個人配分）
16.9%

積立・繰越
13.3%

農地管理費

8.9%
共同利用機械

購入等費

33.3%
その他（農作業体験イベント、

鳥獣害防止柵設置等）

48.3％（共同取組活動）

27.6%
農道・水路管理費

○ 平成27年度から第４期対策に取り組んでおり、平成27年度の取組面積は65万４千ヘクタールとなり、平成26年
度（第３期対策）に比べて３万３千ヘクタールの減少。

○ 交付金の51.7％が個人配分となっており、残り48.3％が、農道・水路の管理費及び共同機械購入などの共同取
組活動に活用。

平成26年度 平成27年度 対前年比

協 定 数 28,078 25,635 ▲2,443

取 組 面 積 （ h a ） 687,220  653,815  ▲33,405

協定参加者数（人） 614,421 587,168 ▲27,253

取 組 市 町 村 数 998 990 ▲8

交付額（百万円） 54,175 51,405 ▲2,770

１．平成２７年度の実施状況

２．平成27年度の交付金の使途（支出割合）

（２）中山間地域等直接支払の取組状況①
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○ 第３期対策（平成26年度まで）の実施により、集落代表者の９割超が地域等への活性化に効果があったと回答。また、都道府

県からは、「耕作放棄の防止」や「多面的機能の増進」等に効果があったとする意見。

○ また、第３期対策の期間を通じて、約８万haの農用地の減少が防止されたと推計。

耕作放棄の

防止

33%

多面的機能

の増進

21%

水路・農道の

維持管理

14%

共同で支え

合う集団的

かつ持続可

能な体制整

備

9%

機械・農作業

の共同化等

営農組織の

育成

8%

その他

15%

○ 最も効果があったと考える事項についての都道府県

へのアンケート（第３期対策最終評価）

○ 地域等の活性化についての集落代表者へのアンケート

（第３期対策中間年評価）

○ 農用地の減少防止効果の推計（第３期対策最終評価）
農用地の減少防止効果・・・・・約８万ha（うち、耕作放棄の発生防止効果・・・約３.７万ha）

［推計に当たっての仮定]
○農用地の減少防止効果

中山間地域等直接支払制度の対象となり得る地域であって、本制度に取り組んでいない集落における農地の減少率
を算出(11.6%)し、中山間地域等直接支払制度を実施している地域(68.7万ha)において、もし本制度に取り組まなけれ
ば、同程度の減少率で農地が減少したと仮定。

○耕作放棄の発生防止効果
第３期対策期間中（H22～H25）の農地のかい廃面積率約46%(全国)を、上記の約８万haに乗じた数値。

（２）中山間地域等直接支払の取組状況②
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○ 平成23年度から、農業者等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性
保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を実施。
○ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動として、全国共通の取組のほか、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地
域を設定して支援の対象とする地域特認取組を都道府県の申請に基づき設定し、支援を実施。

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や
生物多様性保全に効果の高い営農活動

支援の対象

対象となる営農活動

主な交付単価

・国と地方公共団体が１：１の負担割合で
共同して支援

【全国共通取組】

【地域特認取組】

3,000～8,000円／10a

対象取組や交付単価は、
都道府県により異なる

農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等

生物多様性保全に効果の高い
営農活動への支援

支援対象となる取組の例

様々な生物を地域で育み
生物多様性保全に貢献

化学肥料・化学合成農薬を使用しない
取組

地球温暖化防止に効果の高い
営農活動への支援

支援対象となる取組の例

土壌中に炭素を貯留し
地球温暖化防止に貢献

５割低減の取組の前後のいずれかにカバー
クロップの作付けや堆肥を施用する取組

有機農業カバークロップ 堆肥の施用

※ 上記の全国共通取組のほか、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で都道府県が申請を行い、
地域を限定して支援の対象とする地域特認取組を設定

全国共通取組

対象取組 交付単価

カバークロップ
（うち、ヒエを使用する場合）

8,000円/10a
（7,000円/10a）

堆肥の施用 4,400円/10a

有機農業
（うち、そば等雑穀、飼料作物）

8,000円/10a
（3,000円/10a）

・同一のほ場において２つの取組を一定の条件の
もとで実施する場合は各取組に対して支援

冬期湛水管理

IPMの実践
（例：フェロモントラップ）

Ⅳ．環境保全型農業直接支払による取組

（１）環境保全型農業直接支払の概要 ①支援対象、交付単価等

環境保全型農業直接支払交付金の取組を行っている農業者の組織する団体等が行う、農産物・農産加工品の販売力強化や
ブランド化の取組を支援 ＜H29新設メニュー＞

・新品種・新技術活用型産地育成支援事業（産地ブランド発掘事業）のうち環境保全型農業連動型 ３５２（３１５）百万円の内数

【関連対策】

・オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業のうち環境保全型農業連動型 ９９（７９）百万円の内数
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リビングマルチ 草生栽培

主作物の畝間に麦類や牧草等を作付け
する取組 （5,000～8,000円/10a）

園地に麦類や牧草等を作付けする取組
（5,000円/10a）

冬期湛水管理

IPMの実践

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を実践
する取組 （4,000～8,000円/10a）

フェロモントラップの設置

冬期間の水田に水を張る取組（２ヶ月以
上の湛水期間を確保）

（4,000～8,000円/10a）

江（え）の設置

水田の一部を湛水状態とすることにより、
水生生物の生育環境を確保する取組

（3,000～4,000円/10a）

交信攪乱剤の設置

天敵昆虫の導入

天敵ダニ
の放飼

○ 地域特認取組として、地域の環境や農業の実態等を踏まえた多様な取組を支援。（平成28年度は、44都道府県で172取組を設定）

②地域特認取組の例
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③環境保全型農業に係る施策の変遷

17

化学肥料・化学合成農薬を原
則５割以上低減する取組と合
わせて、地球温暖化防止や生
物多様性保全に効果の高い取
組を支援

日本型直接支払
制度を法律に基づ
く制度として実施

「新
政
策
」で
環
境

保
全
型
農
業
の
推

進
を
明
記

農業生産に伴う負荷を低減する
ため、化学肥料、農薬の施用の
低減を推進

持
続
農
業
法

H11（1999）

有
機
農
業
推
進
法

農
地
・水
・環
境
保
全
向
上
対
策

環境保全に効果の高い
営農活動の導入促進

日
本
型
直
接
支
払
制
度

地域ぐるみで化学肥料・化学合
成農薬の５割低減の取組に対
して支援

（化学肥料、農薬の使用を低減）

H18（2006）

H19（2007） H26（2014）

国内における施策の変遷

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和など
に留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用
等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業を環境
保全型農業と位置付け

H4（1992）

多
面
的
機
能
発
揮
促
進
法
の
施
行

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
援
対
策

H27（2015）H23（2011）

農業・農村の有する多面的機能
の維持･発揮を図るため、環境保
全型農業直接支援を位置付け

○ 平成19年度から開始した農地・水・環境保全向上対策において、地域ぐるみで化学肥料及び化学合成農薬を５割以上低減する取組に対する環境
支払を実施。

○ 平成23年度には、国際的な動きとして地球温暖化防止や生物多様性保全への対応が急務となる中、化学肥料及び化学合成農薬の施用を５割以
上低減する取組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する支援を行う環境保全型農業直接支援対策を創
設。

○ 平成26年度に、農業、農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払、中山間地域等直接支払及び本対策を日本型直接支
払制度として位置付け。平成27年度から、｢農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律｣に基づく制度として実施。

地球温暖化防止・
生物多様性保全へ
の対応が急務

【食料・農業・農村基本計画】（H27.3）
○農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーション（抜粋）
家畜排せつ物や稲わら等の資源の循環利用、農薬及び肥料の適正な使用の確保等を通じて、環境と調和のとれた農業生産を様々な地域で推進す
ることにより、農業の自然循環機能を維持増進し、持続可能な農業の確立を図る。
その一環として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく環境保全型農業直接支払制度を通じて、地域でまとまりを持った
環境保全型農業の取組や、農業者の技術向上や消費者の理解増進等を図る活動を推進する。
○多面的機能の発揮を促進するための取組（抜粋）
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、多面的機能の適切かつ十分な発揮による恵沢を国民が享受することができるよう、

環境保全型農業の普及促進とともに、地域コミュニティによる活動や生産条件が不利な中山間地域等における営農の継続に対する支援を行う。

食
料
・農
業
・農
村

基
本
法
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

H19-H23農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金

（H23経過措置（先進的営農活動支援交付金））
H23～環境保全型農業直接支払交付金

（参考）農地・水・環境保全向上対策の営農活動支援交付金及び環境保全型農業
直接支払交付金の取組面積の推移

○ 環境保全型農業直接支払交付金の取組件数、取組面積、市町村数

○ 平成27年度の環境保全型農業直接支払交付金の取組面積は７万４千ヘクタールであり、平成26年度に比べて１万６千ヘクター
ル増加。

○ 平成27年度より支援対象の要件を農業者個人から農業者の組織する団体等に変更したため、取組件数は減少しているが、
一方で制度への理解が進み、取組面積は大幅に増加。

○ 平成22～27年度の取組市町村数の推移

※ H22年度は
農地・水・環境
保全向上対策
の営農活動支
援交付金の取
組実施市町村
数、H23年度
は経過措置を
除く環境保全
型農業直接支
払交付金の取
組市町村数

取組件数 取組面積(ha) 市町村数

H23年度 6,622 17,009 773

H24年度 12,985 41,439 885

H25年度 15,240 51,114 918

H26年度 15,920 57,744 931

H27年度 4,081 74,180 872

○ 平成27年度の支援対象取組別の取組面積割合

カバークロップ
13,150ha

18%

堆肥の施用
16,608ha

22%

有機農業
13,281ha

18%

地域特認取組
31,141ha

42%

※地域特認取組の内訳
IPMを実践する取組：15,700ha

冬期湛水管理：6,894ha  等

470

773 885 918 931 872

0

200

400

600

800

1000

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

市町村数

17千ha

43千ha

61千ha

75千ha

84千ha
78千ha

41千ha

51千ha

74千ha

58千ha

（２）環境保全型農業直接支払の取組状況
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日本型直接支払における平成29年度の制度改正等の主な内容

① 多面的機能支払交付金

・ 経理区分の一本化による事務負担の軽減
資源向上支払（長寿命化）とそれ以外で分けていた経理区分を一本化し、事務負担の軽減を図ります。

・ 「多面的機能の増進を図る活動」を開始する際の広報活動の要件化
資源向上支払（共同）について「多面的機能の増進を図る活動」に新たに取り組む場合は、必ず広報活動も実
施することとなります。（但し、中山間地域は除きます。）

・ 事業計画期間中における水田から畑への転換時の経過措置
事業計画期間中に畑地化した場合については、事業計画期間中に限り農地維持支払の単価を現状の田の単価と
することとします。（畑地化とは、水田の畑利用ではなく、将来も完全に畑地として利用することを言いま
す。）

③ 環境保全型直接支払交付金

② 中山間地域等直接支払交付金

・ 加算要件の緩和
特に条件が厳しい超急傾斜地において、農業生産活動等を継続していれば（基礎単価）のみでも「超急傾斜

農地保全管理加算」を受けられるように要件を緩和（従来は体制整備単価への取組が要件）

・ 加算要件の運用改善
超急傾斜農地保全管理加算の要件である「販売促進活動」について、市町村と役割分担を可能とすることで

集落の負担を軽減

19

・ 交付単価の一部見直し
取組に必要な種子の実勢価格や作業の実態などを踏まえ、交付単価の一部見直しを実施

・ 事業要件の緩和
中山間地域の農業者団体等については、技術指導などの「推進活動」を免除

・ 関連対策の創設
交付金の取組を行っている農業者団体等を対象に、農産物等の販売力強化やブランド化に向けた取組を支援す
る補助事業のメニューを創設



経理区分の一本化のイメージ（多面的機能支払交付金）

資源向上支払（長寿命化）とそれ以外とで区分されている経
理区分を１本化することができるようにします。

これにより、事務作業の負担軽減が図られ、より取り組みやす
い制度となります。

運用改善内容

効 果

経理区分の１本化のイメージ

・資源向上支払（長寿命化）
・資源向上支払（共同）
・農地維持支払

・資源向上支払（長寿命化）

・資源向上支払（共同）
・農地維持支払

これまで これから

経理が２つに分かれていて、
帳簿の整理が大変だ。

事務作業の負担が軽減され
たため、活動をこれまで以

上にがんばれる。
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新たな土地改良長期計画（H28～32年度）の目標

政策課題Ⅱ 美しく活力ある農村 ～ 地域政策 ～

政策目標３ 農村協働力と美しい農村の再生・創造

[多様な人材の参画、集落間連携などによる地域資源の着実な継承]

漁業者との共同に
よるかいぼり作業（
ため池を池干し、土
砂上げ）

広域化した組織による
農地法面の草刈り

女性や高齢者を含む
地域住民との共同によ
る植栽活動

集落間連携に
よる農道の舗装

○ 地域資源の保全管理の質と持続性の向上
KPI：地域共同活動における農業者以外の多様な人材の参画率 ⇒ [約４割以上]

KPI：持続的な広域体制の下での地域共同活動により保全管理される農地面積の割合
⇒ [約５割以上]

事業量：地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理面積 [約280万ha]

今後の展望
～「土地改良長期計画の目標」～
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小学生による野菜栽培体験学習

地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、企業と
連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動

① 遊休農地の有効活用

〔 活 動 事 例 〕

小学生による黒砂糖づくり体験

多面的機能の増進を図る活動
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鳥獣被害防止のための対策施設の設置や農地周りの藪等の伐採、農地
への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のための活動

② 農地周りの共同活動の強化

〔 活 動 事 例 〕

薮の伐採等による緩衝帯の設置

侵入竹の伐採

竹の子狩り

多面的機能の増進を図る活動
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農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、
そのための免許取得や技術習得等、地域住民が参加した直営施工によ
る活動

③ 地域住民による直営施工

〔 活 動 事 例 〕

直営施工による水路補修
専門業者の技術指導

水土里サポート隊

多面的機能の増進を図る活動
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水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の整備
・強化等、地域が一体となった防災・減災力の強化のための活動

④ 防災・減災力の強化

〔 活 動 事 例 〕

通常の排水は三角の
隙間から流出

水田の排水口部での実施方法の一例

大雨の際は、この
板の高さまで水田
に水を貯留

ため池の
事前放流

集水域

浸水域

ため池

利用目的に支障のない範囲で、大
雨の前に貯留水を事前放流

排水路

多面的機能の増進を図る活動
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農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態系の保全・
再生等、農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動及び高度な保全活動

⑤ 農村環境保全活動の幅広い展開

〔 活 動 事 例 〕

環境学習

水田魚道

水路への
竹炭の設置

・農村環境保全活動を１テーマ以上追加して実施
・これまでの向上活動支援交付金の「高度な農地・水の保全活動」の対象活動を実施

幼稚園児とコスモス園

多面的機能の増進を図る活動
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地域の医療・福祉施設等と連携した、高齢者や障害者の農村環境保全
活動への参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施
設等との連携を強化する活動

⑥ 医療・福祉との連携

〔 活 動 事 例 〕

苗作り作業

老人ﾎｰﾑ入居者のほ場散策ジャガイモ袋詰めとラベル貼り

ヒマワリ植栽

多面的機能の増進を図る活動
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農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来
する伝統行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化
に資する活動

⑦ 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化

〔 活 動 事 例 〕

田植え交流会での田植え唄水車の保全

多面的機能の増進を図る活動
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地域の特性や課題に応じて、農業の多面的機能の増進に寄与する活動と
して、特に促進が必要と認める活動
（例：公共用水域の水質保全、希少な野生生物の保護等）

⑧ 都道府県、市町村が特に認める活動

〔 活 動 事 例 〕

湖沼への代かき期の濁水の流入状況

土壌流出防止
のための植栽

草地からの排水路
に設置した沈砂池の土砂上げ

多面的機能の増進を図る活動
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平成27年度農地維持（見込み）

(％)
70以上
60～70未満
50～60未満
40～50未満
30～40未満
20～30未満
10～20未満
10未満

 

平成27年度

福井県79%

兵庫県80%

全国52%

滋賀県72%

福島県41%

富山県72%

農地維持活動の都道府県別カバー率

多面的機能支払交付金の取組状況 参考１
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59 千ha
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96百km
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農地維持活動の取組面積と施設数

資料：平成27年度実施状況報告書

参考１
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多面的機能支払交付金の取組状況
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多面的機能支払交付金の取組状況



活動の取組推移
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多面的機能支払交付金の取組状況
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活動の取組推移福島県

多面的機能支払交付金の取組状況



農地維持活動の地目別取組面積割合

資料：平成27年度実施状況報告書
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外側：福島県
内側：都府県
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多面的機能支払交付金の取組状況



活動組合せ別割合

資料：平成27年度実施状況報告書
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多面的機能支払交付金の取組状況
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資料：平成27年度実施状況報告書
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多面的機能支払交付金の取組状況



活動組織の構成員数

区分
個人 団体

農業者 非農業者 農業関係 その他

福島県
6万人 2万人 476 3,614

83,332

全 国
154万8千人 49万3千人 23,587 129,496

合計 219万人・団体

都府県
151万1千人 48万8千人 21,997 124,460

合計 215万人・団体

資料：平成27年度実施状況報告書
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多面的機能支払交付金の取組状況
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資料：平成27年度実施状況報告書

参画割合

活動組織への各団体の参画割合

参考１

39

多面的機能支払交付金の取組状況
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資料：平成27年度実施状況報告書

農地維持活動 構造変化に対応した保全管理目標別割合

組織割合
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多面的機能支払交付金の取組状況



28資料：平成27年度実施状況報告書
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多面的機能支払交付金の取組状況



29資料：平成27年度実施状況報告書
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多面的機能支払交付金の取組状況



要綱要領の改正（平成28年６月９日）

資源向上支払
（共同）

農地維持支払

災害発生時
の特例

資源向上支払
（長寿命化） 被災箇所の

応急措置及
び補修・更
新等に活用
可

熊本地震による被災地における取組

農地周りの水路の被災状況 活動組織による被災水路の応急措置や復旧

平成28年５月15日（日）朝刊
日本農業新聞１面

激甚災害発生時の特例措置

○ 熊本県嘉島町は、熊本地震により最大震度
６強を記録。水路や取水樋管等のひび割れ等
が数千ヶ所にも及んだ。

○ 今年の水稲作付けに間に合うように、多面
的機能支払の11活動組織が破損した水路等の
応急措置や復旧を実施。

○ これにより、被災の影響のあった水田712ha
のうち、608haは水稲の作付が可能となった。

参考２
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資源向上支払
（共同）

農地維持支払

災害発生

農地維持支払・資源向上支払（共同）・資源向上支払（長寿命化）に取り組む組織の場合

資源向上支払
（長寿命化）

資源向上支払
（共同）

農地維持支払

災害発生
資源向上支払
（長寿命化）

資源向上支払
（長寿命化）

資源向上支払（長寿命化）も含め、災害復旧活動に対応することが可能。
※施設の補修・更新等に当たり、原則として、災害復旧事業や小規模災害復旧事業の対象となる被災箇所は対象としない。

農地維持支払及び資源向上支払（共同）は、災害発生後、計画どおりの活動が困難な場合
の特例として、被災箇所の応急措置及び補修等に活用可能。

都府県の
水田の場合
9,200円/10a

（平成28年６月９日の要綱・要領改正
）

これまで

改正後

被災箇所の応急措
置及び補修・更新等
に活用可

被災箇所の応急措置
及び補修等に活用可

参考２激甚災害発生時の特例措置
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